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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電源と、第２電源と、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の信号線と、複数
の制御線と、前記データ線と前記走査線とが交わる領域に設けられる複数の画素回路と、
を備え、
　前記画素回路は、
　前記第１電源から前記第２電源へ電流が流れることにより発光する発光素子と、
　第１端子が前記第１電源側に、ゲートが第２ノードに、第２端子が前記第２電源側にそ
れぞれ接続されている第１トランジスタと、
　第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記信号線に、第２端子が前記第１トランジス
タの前記第２端子にそれぞれ接続されている第２トランジスタと、
　第１端子がデータ線に、ゲートが走査線に、第２端子が第１ノードにそれぞれ接続され
ている第３トランジスタと、
　第１端子が前記第１トランジスタの前記第２端子に、ゲートが前記制御線に、第２端子
が前記発光素子のアノードにそれぞれ接続されている第４トランジスタと、
　一の端子が前記第１ノードに、他の端子が前記第２ノードに接続されているキャパシタ
と、
を備え、
　前記発光素子が全ての前記画素回路において１フレーム中の所定の期間に一斉に発光す
る電気光学装置において、
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　前記第４トランジスタをオフすることによって前記発光素子を非発光状態にして、前記
信号線に印加するパルスの変化により前記第２トランジスタをオンする第１ステップと、
　前記第２トランジスタのオンが維持された状態で、前記複数の走査線を順次排他的に選
択し、選択された前記走査線にゲートが接続されている前記第３トランジスタをオンして
、対応するデータ電圧を前記データ線から前記第３トランジスタを介して前記第１ノード
に書き込む第２ステップと、
を備えることを特徴とする、電気光学装置の駆動方法。
【請求項２】
　前記第２ステップの後に、全ての前記走査線を同時に選択して前記第３トランジスタを
オンすることにより所定の基準電圧を前記データ線から前記第３トランジスタを介して前
記第１ノードに書き込む第３ステップをさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載
の電気光学装置の駆動方法。
【請求項３】
　前記第３ステップの後に、前記第１電源から前記第２電源へ電流を流して、前記第２ノ
ードの電圧値に対応する明るさで前記発光素子を発光させる第４ステップをさらに備える
ことを特徴とする、請求項２に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項４】
　前記第４ステップにおいて、前記制御線に印加するパルスの変化により前記第４トラン
ジスタをオンさせることで前記第１電源から前記第２電源に電流を流すことを特徴とする
、請求項３に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項５】
　前記第４ステップにおいて、前記第２電源の電位を前記第１電源の電位より低くするこ
とで前記第１電源から前記第２電源に電流を流すことを特徴とする、請求項３に記載の電
気光学装置の駆動方法。
【請求項６】
　前記第３ステップにおいて、前記第２トランジスタを全ての画素回路において一斉にオ
フさせることを特徴とする、請求項２に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項７】
　前記第２ステップにおいて、前記第２トランジスタを前記走査線毎に順次オフさせるこ
とを特徴とする、請求項２に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項８】
　前記電気光学装置は、複数のリセット線と、リセット電源と、をさらに備え、
　前記画素回路は、第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記リセット線に、第２端子
が前記リセット電源にそれぞれ接続されている第５トランジスタをさらに備え、
　前記第４ステップの後に、前記リセット線に印加するパルスの変化により前記第５トラ
ンジスタをオンさせることで前記第２ノードを前記リセット電源に接続して所定のリセッ
ト電位に設定することを特徴とする、請求項３に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項９】
　前記電気光学装置は、複数のリセット線をさらに備え、
　前記画素回路は、第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記リセット線に、第２端子
が前記データ線にそれぞれ接続されている第６トランジスタをさらに備え、
　前記第４ステップの後に、前記データ線の電位を所定のリセット電位に設定し、前記リ
セット線に印加するパルスの変化により前記第６トランジスタをオンさせることで前記第
２ノードを前記データ線に接続して前記所定のリセット電位に設定することを特徴とする
、請求項３に記載の電気光学装置の駆動方法。
【請求項１０】
　第１電源と、第２電源と、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の信号線と、複数
の制御線と、前記データ線と前記走査線とが交わる領域に設けられる複数の画素回路と、
を備え、
　前記画素回路は、
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　前記第１電源から前記第２電源へ電流が流れることにより発光する発光素子と、
　第１端子が前記第１電源側に、ゲートが第２ノードに、第２端子が第２トランジスタの
ドレインおよび前記第２電源側にそれぞれ接続されている第１トランジスタと、
　第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記信号線に、第２端子が前記第１トランジス
タの前記第２端子にそれぞれ接続されている第２トランジスタと、
　第１端子がデータ線に、ゲートが走査線に、第２端子が第１ノードにそれぞれ接続され
ている第３トランジスタと、
　第１端子が前記第１トランジスタの前記第２端子に、ゲートが前記制御線に、第２端子
が前記発光素子のアノードにそれぞれ接続されている第４トランジスタと、
　一の端子が前記第１ノードに、他の端子が前記第２ノードに接続されているキャパシタ
と、
を備え、
　前記発光素子が全ての前記画素回路において１フレーム中の所定の期間に一斉に発光し
、
　前記第４トランジスタをオフすることによって前記発光素子を非発光状態にして、前記
信号線に印加するパルスの変化により前記第２トランジスタがオンし、
　前記第２トランジスタのオンが維持された状態で、前記複数の走査線を順次排他的に選
択し、選択された前記走査線にゲートが接続されている前記第３トランジスタをオンして
、対応するデータ電圧を前記データ線から前記第３トランジスタを介して前記第１ノード
に書き込む
ことを特徴とする、電気光学装置。
【請求項１１】
　複数のリセット線と、リセット電源と、をさらに備え、
　前記画素回路は、第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記リセット線に、第２端子
が前記リセット電源にそれぞれ接続されている第５トランジスタをさらに備えることを特
徴とする、請求項１０に記載の電気光学装置。
【請求項１２】
　複数のリセット線をさらに備え、
　前記画素回路は、第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記リセット線に、第２端子
が前記データ線にそれぞれ接続されている第６トランジスタをさらに備えることを特徴と
する、請求項１０に記載の電気光学装置。
【請求項１３】
　前記第１トランジスタ、前記第２トランジスタ、および前記第３トランジスタは、いず
れもＰチャネル型のＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏ
ｒ　Ｆｉｅｌｄ－Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）であることを特徴とする、請求
項１０に記載の電気光学装置。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学装置の駆動方法および電気光学装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ受像機の表示部には、透過型あるいは半透過反射型の液晶パネルを備えた液晶表
示装置や、有機ＥＬ素子が構成された有機ＥＬ表示パネルを備えた有機ＥＬ表示装置が広
く用いられている。このような電気光学装置は、近年では高解像度化や三次元画像の表示
に伴って、画素回路の駆動の高速化が求められている。
【０００３】
　駆動の高速化に伴い、画素回路中の駆動トランジスタのスレッショルド電圧補償時間お



(4) JP 5890656 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

よびデータ書き込み時間を十分に取ることができず、表示品位の劣化が大きな問題となっ
ている。これらの問題を解決するためには、画素回路のトランジスタ数、キャパシタ数の
増加が避けられなかったが、画素回路の素子数を削減した技術として、例えば特許文献１
，２等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－１１３２３０号公報
【特許文献２】特開２００５－０９９７７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、これらの技術では、駆動トランジスタのスレッショルド電圧補償と画素回路の
データ書き込みと基準電位書き込みとを各走査線選択期間中に行う必要があるので、駆動
トランジスタのスレッショルド電圧補償時間およびデータ書き込み時間を十分に取ること
ができず、表示品位の劣化が避けられないという問題があった。この問題は、特に三次元
画像表示のために面順次駆動を行う場合、走査線選択期間がさらに短くなるため、顕著と
なる。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、画素回路の素子数を削減しつつ、駆動トランジスタのスレッショルド電圧補償時間お
よびデータ書き込み時間を十分に確保することで表示品位の劣化を避けることが可能な、
新規かつ改良された電気光学装置の駆動方法および電気光学装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第１電源と、第２電源と、複
数のデータ線と、複数の走査線と、複数の信号線と、データ線と走査線とが交わる領域に
設けられる複数の画素回路と、を備え、画素回路は、第１電源から第２電源へ電流が流れ
ることにより発光する発光素子と、第１端子が前記第１電源側に、ゲートが第２ノードに
、第２端子が前記第２電源側にそれぞれ接続されている第１トランジスタと、第１端子が
前記第２ノードに、ゲートが前記信号線に、第２端子が前記第１トランジスタの前記第２
端子にそれぞれ接続されている第２トランジスタと、第１端子がデータ線に、ゲートが走
査線に、第２端子が第１ノードにそれぞれ接続されている第３トランジスタと、一の端子
が前記第１ノードに、他の端子が前記第２ノードに接続されているキャパシタと、を備え
、発光素子が全ての画素回路において１フレーム中の所定の期間に一斉に発光する電気光
学装置において、発光素子を非発光状態にして、信号線に印加するパルスの変化により第
２トランジスタをオンする第１ステップと、第２トランジスタをオンした後に、走査線を
順次排他的に選択し、選択された走査線にゲートが接続されている第３トランジスタをオ
ンして、対応するデータ電圧をデータ線から第３トランジスタを介して第１ノードに書き
込む第２ステップと、を備えることを特徴とする、電気光学装置の駆動方法が提供される
。
【０００８】
　かかる方法によれば、発光素子を非発光状態にして、信号線に印加するパルスの変化に
より第２トランジスタをオンした後に、走査線を順次排他的に選択し、選択された走査線
にゲートが接続されている第３トランジスタをオンして、選択された画素に対応するデー
タ電圧をデータ線から第３トランジスタを介して第１ノードに書き込む。その結果、本発
明のある観点による電気光学装置の駆動方法は、画素回路の素子数を削減しつつ、駆動ト
ランジスタのスレッショルド電圧補償時間およびデータ書き込み時間を十分に確保するこ
とで表示品位の劣化を避けることが可能となる。
【０００９】



(5) JP 5890656 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

　第２ステップの後に全ての走査線を同時に選択して第３トランジスタをオンすることに
より所定の基準電圧をデータ線から第３トランジスタを介して第１ノードに書き込む第３
ステップをさらに備えていてもよい。
【００１０】
　第３ステップの後に、第１電源から第２電源へ電流を流して、第２ノードの電圧値に対
応する明るさで発光素子を発光させる第４ステップをさらに備えていてもよい。
【００１１】
　電気光学装置は、複数の制御線をさらに備え、画素回路は、第１端子が前記第１トラン
ジスタの前記第２端子に、ゲートが前記制御線に、第２端子が前記発光素子のアノードに
それぞれ接続されている第４トランジスタをさらに備え、第４ステップにおいて、制御線
に印加するパルスの変化により第４トランジスタをオンさせることで第１電源から第２電
源に電流を流すようにしてもよい。
【００１２】
　第４ステップにおいて、第２電源の電位を第１電源の電位より低くすることで第１電源
から第２電源に電流を流すようにしてもよい。
【００１３】
　第３ステップにおいて、第２トランジスタを全てのラインで一斉にオフさせるようにし
てもよい。
【００１４】
　第３ステップにおいて、第２トランジスタをライン毎に順次オフさせるようにしてもよ
い。
【００１５】
　電気光学装置は、複数のリセット線と、リセット電源と、をさらに備え、画素回路は、
第１端子が第２ノードに、ゲートがリセット線に、第２端子がリセット電源にそれぞれ接
続されている第５トランジスタをさらに備え、第４ステップの後に、リセット線に印加す
るパルスの変化により第５トランジスタをオンさせることで第２ノードをリセット電源に
接続して所定のリセット電位に設定するようにしてもよい。
【００１６】
　電気光学装置は、複数のリセット線をさらに備え、画素回路は、第１端子が第２ノード
に、ゲートがリセット線に、第２端子がデータ線にそれぞれ接続されている第６トランジ
スタをさらに備え、第４ステップの後に、データ線の電位を所定のリセット電位に設定し
、リセット線に印加するパルスの変化により第６トランジスタをオンさせることで第２ノ
ードをデータ線に接続して所定のリセット電位に設定するようにしてもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１電源と、第２電源
と、複数のデータ線と、複数の走査線と、複数の信号線と、データ線と走査線とが交わる
領域に設けられる複数の画素回路と、を備え、画素回路は、第１電源から第２電源へ電流
が流れることにより発光する発光素子と、第１端子が前記第１電源側に、ゲートが第２ノ
ードに、第２端子が第２トランジスタのドレインおよび前記前記第２電源側にそれぞれ接
続されている第１トランジスタと、第１端子が前記第２ノードに、ゲートが前記信号線に
、第２端子が前記第１トランジスタの前記第２端子にそれぞれ接続されている第２トラン
ジスタと、第１端子がデータ線に、ゲートが走査線に、第２端子が第１ノードにそれぞれ
接続されている第３トランジスタと、一の端子が第１ノードに、他の端子が第２ノードに
接続されているキャパシタと、を備え、発光素子が全ての画素回路において１フレーム中
の所定の期間に一斉に発光し、第１トランジスタのスレッショルド電圧を補償している間
に、走査線の走査により選択された画素に対応するデータ電圧を、データ線から第３トラ
ンジスタを介して第１ノードに書き込むことを特徴とする、電気光学装置が提供される。
【００１８】
　上記電気光学装置は、複数の制御線をさらに備え、画素回路は、第１端子が第１トラン
ジスタの第２端子に、ゲートが制御線に、第２端子が発光素子のアノードにそれぞれ接続
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されている第４トランジスタをさらに備えていてもよい。
【００１９】
　上記電気光学装置は、複数のリセット線と、リセット電源と、をさらに備え、画素回路
は、第１端子が第２ノードに、ゲートがリセット線に、第２端子がリセット電源にそれぞ
れ接続されている第５トランジスタをさらに備えていてもよい。
【００２０】
　上記電気光学装置は、複数のリセット線をさらに備え、画素回路は、第１端子が第２ノ
ードに、ゲートがリセット線に、第２端子がデータ線にそれぞれ接続されている第６トラ
ンジスタをさらに備えていてもよい。
【００２１】
　第１トランジスタ、第２トランジスタ、および第３トランジスタは、いずれもＰチャネ
ル型のＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌ
ｄ－Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）であってもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明によれば、画素回路の素子数を削減しつつ、駆動トランジス
タのスレッショルド電圧補償時間およびデータ書き込み時間を十分に確保することで表示
品位の劣化を避けることが可能な、新規かつ改良された電気光学装置の駆動方法および電
気光学装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路１００の構成を示す説
明図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００を駆動させるため
の各信号のタイミングチャートを示す説明図である。
【図３Ａ】本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動状態を示
す説明図である。
【図３Ｂ】本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動状態を示
す説明図である。
【図３Ｃ】本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動状態を示
す説明図である。
【図３Ｄ】本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動状態を示
す説明図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００を駆動させるため
の各信号のタイミングチャートの変形例を示す説明図である。
【図５】本発明の第２の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路２００の構成を示す説
明図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００を駆動させるため
の各信号のタイミングチャートを示す説明図である。
【図７Ａ】本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の駆動状態を示
す説明図である。
【図７Ｂ】本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の駆動状態を示
す説明図である
【図７Ｃ】本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の駆動状態を示
す説明図である
【図７Ｄ】本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の駆動状態を示
す説明図である
【図８】本発明の第３の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路３００の構成を示す説
明図である。
【図９】本発明の第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００の構成を示す説
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明図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路３００および本発明
の第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００を駆動させるための各信号のタ
イミングチャートを示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２５】
　＜１．第１の実施形態＞
　［電気光学装置の画素回路の構成］
　まず、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路の構成について説明する
。図１は、本発明の第１の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路１００の構成を示す
説明図である。本発明の第１の実施形態にかかる電気光学装置は、図１に示した画素回路
１００が、ｎ行の走査線とｍ列のデータ線との交点にマトリクス状に配置された構造を有
するものである。以下、図１を用いて本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素
回路の構成について説明する。
【００２６】
　図１に示したように、本発明の第１の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路１００
は、第１トランジスタＭ１と、第２トランジスタＭ２と、第３トランジスタＭ３と、第４
トランジスタＭ４と、キャパシタＣＳＴと、発光素子ＯＬＥＤと、を含んで構成される。
【００２７】
　第１トランジスタＭ１は、第１端子が第１電源ＥＬＶＤＤに、ゲートが第２ノードＮ２
に、第２端子が第２トランジスタＭ２の第２端子および第４トランジスタＭ４の第１端子
に、それぞれ接続されている。
【００２８】
　第２トランジスタＭ２は、第１端子が第２ノードＮ２に、ゲートが信号線ＧＣに、第２
端子が第１トランジスタＭ１の上記第２端子および第４トランジスタＭ４の第１端子に、
それぞれ接続されている。
【００２９】
　第３トランジスタＭ３は、第１端子がデータ線ＤＡＴＡに、ゲートが走査線ＳＣＡＮに
、第２端子が第１ノードＮ１に、それぞれ接続されている。
【００３０】
　第４トランジスタＭ４は、ゲートが制御線ＥＭに、第２端子が発光素子ＯＬＥＤのエミ
ッタに、それぞれ接続されている。
【００３１】
　画素回路１００における第１トランジスタＭ１、第２トランジスタＭ２、第３トランジ
スタＭ３および第４トランジスタＭ４は、いずれもＰチャネル型のＭＯＳＦＥＴ（Ｍｅｔ
ａｌ－Ｏｘｉｄｅ－Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｆｉｅｌｄ－Ｅｆｆｅｃｔ　Ｔｒａｎ
ｓｉｓｔｏｒ）である。
【００３２】
　キャパシタＣＳＴは、一の端子が第１ノードＮ１に、他の端子が第２ノードＮ２に、そ
れぞれ接続されている。
【００３３】
　走査線ＳＣＡＮは、第３トランジスタＭ３をオン・オフするための制御パルスを供給す
るものである。走査線ＳＣＡＮに供給される制御パルスによって第３トランジスタＭ３は
オン・オフされる。
【００３４】
　データ線ＤＡＴＡは、画素回路１００にデータ信号を供給するものである。走査線ＳＣ



(8) JP 5890656 B2 2016.3.22

10

20

30

40

50

ＡＮに供給される制御パルスによって第３トランジスタＭ３がオンになると、その画素回
路１００に対応するデータ電圧が、第３トランジスタＭ３を介して第１ノードＮ１に書き
込まれる。
【００３５】
　信号線ＧＣは、第２トランジスタＭ２をオン・オフするための制御パルスを供給するも
のである。信号線ＧＣに供給される制御パルスによって第２トランジスタＭ２はオン・オ
フされる。
【００３６】
　制御線ＥＭは、第４トランジスタＭ４をオン・オフするための制御パルスを供給するも
のである。制御線ＥＭに供給される制御パルスによって第４トランジスタＭ４はオン・オ
フされ、第４トランジスタＭ４がオンになっている期間で、画素回路１００の第２ノード
Ｎ２に保持されている電位に応じた電流を発光素子ＯＬＥＤに流す。
【００３７】
　発光素子ＯＬＥＤは、例えば有機ＥＬ素子で構成され、アノードとカソードとの間を流
れる電流量に応じて自発光する素子である。本実施形態では、上述したように、制御線Ｅ
Ｍに供給される制御パルスによって第４トランジスタＭ４がオンになっている期間に、画
素回路１００の第２ノードＮ２に保持されている電位に応じた電流が発光素子ＯＬＥＤに
流れ、この電流によって発光素子ＯＬＥＤは自発光する。
【００３８】
　本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置では、全ての画素回路１００について、第
４トランジスタＥＭを一斉にオンにするための制御パルスが制御線ＥＭにより供給される
。これにより、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置は面順次駆動される。
【００３９】
　以上、図１を用いて本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の構
成について説明した。次に、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１０
０の駆動方法について説明する。
【００４０】
　［電気光学装置の画素回路の駆動方法］
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００を駆動させるた
めの各信号のタイミングチャートを示す説明図であり、図３Ａ～図３Ｄは、本発明の第１
の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動状態を示す説明図である。以下、
図２および図３Ａ～図３Ｄを用いて、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素
回路１００の駆動方法について説明する。
【００４１】
　図２に示したタイミングチャートには、１行目の走査線ＳＣＡＮ（１）、２行目の走査
線ＳＣＡＮ（２）、ｎ行目の走査線ＳＣＡＮ（ｎ）にそれぞれ供給される制御パルス、信
号線ＧＣに供給される制御パルス、制御線ＥＭに供給される制御パルス、データ線ＤＡＴ
Ａに供給されるデータ信号の状態が図示されている。
【００４２】
　図２の期間（ａ）および図３Ａにおいて、制御線ＥＭをハイにすることにより、第４ト
ランジスタＭ４をオフした状態とし、信号線ＧＣをローにすることで、第２トランジスタ
Ｍ２をオンする。この結果、発光素子ＯＬＥＤは非発光状態となり、第１トランジスタＭ
１はダイオード接続状態となる。第２トランジスタＭ２がオンされ第１トランジスタＭ１
がダイオード接続状態となることで、ノードＮ２の電圧が、ＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈ（Ｖｔｈ

は第１トランジスタＭ１のスレッショルド電圧）に向かって変動し始める。図３Ａでは、
ＥＬＶＤＤ＝１２Ｖ、Ｖｔｈ＝１Ｖとしている。これにより、第２ノードＮ２の電位は１
１Ｖとなる。もちろん、本発明ではＥＬＶＤＤおよびＶｔｈの値はかかる例に限定される
ものではない。
【００４３】
　続いて、図２の期間（ｂ）および図３Ｂにおいて、各走査線ＳＣＡＮ（１）、ＳＣＡＮ
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（２）、・・・、ＳＣＡＮ（ｎ）が順次排他的に選択され、選択された走査線上の第３ト
ランジスタＭ３がオンする。選択された走査線上の第３トランジスタＭ３がオンすると、
その選択された画素に対応するデータ電圧ＶＤＡＴＡが、データ線ＤＡＴＡから、第３ト
ランジスタＭ３を介して第１ノードＮ１に書き込まれる。
【００４４】
　図２の期間（ｂ）において、データ線ＤＡＴＡから供給されるデータ電圧ＶＤＡＴＡ（
図３Ｂでは７Ｖ～１４Ｖの範囲を有する）は、階調レベルと、後述する基準電位Ｖｂａｓ

とによって適宜設定される。図２の期間（ｂ）においても、第１トランジスタＭ１はダイ
オード接続状態を維持しているので、第２ノードＮ２はＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈになるまで変
動し続けることになり、キャパシタＣＳＴに充電される電圧は、第１ノードＮ１を基準と
すると、ＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈ－ＶＤＡＴＡとなる。
【００４５】
　続いて、図２の期間（ｃ）および図３Ｃにおいて、信号線ＧＣをハイにすることで、第
２トランジスタＭ２をオフするとともに、全走査線ＳＣＡＮ（１）、ＳＣＡＮ（２）、・
・・、ＳＣＡＮ（ｎ）を同時選択することにより、全ての画素回路１００の第３トランジ
スタＭ３をオンする。
【００４６】
　図２の期間（ｃ）において、データ電圧ＶＤＡＴＡを基準電位Ｖｂａｓ（図３Ｃでは９
Ｖ）とすることにより、第３トランジスタＭ３を介して全ての画素回路１００の第１ノー
ドＮ１に電位Ｖｂａｓが書き込まれる。第１ノードＮ１に電位Ｖｂａｓが書き込まれるこ
とに伴い、第２ノードＮ２の電位は、キャパシタＣＳＴの容量結合により、ＥＬＶＤＤ－
Ｖｔｈ－ＶＤＡＴＡ＋Ｖｂａｓとなる。従って、データ電圧ＶＤＡＴＡが７Ｖ～１４Ｖの
範囲を有する場合は、第２ノードＮ２の電位は６Ｖ～１３Ｖの範囲を有することになる。
【００４７】
　続いて、図２の期間（ｄ）および図３Ｄにおいて、全ての画素回路１００について、制
御線ＥＭをローにすることで、全ての画素回路１００において同時に第４トランジスタＭ
４をオンする。第４トランジスタＭ４がオンになることで、各画素回路１００の第２ノー
ドＮ２が保持する電位に応じた発光素子ＯＬＥＤの発光が行われる。
【００４８】
　また、図２の期間（ｃ）から引き続いて第３トランジスタＭ３がオンしたままなので、
第１ノードＮ１は基準電位Ｖｂａｓに維持される。第１ノードＮ１が基準電位Ｖｂａｓに
維持されることよって、第２ノードＮ２の電位（ＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈ－ＶＤＡＴＡ＋Ｖｂ

ａｓ）が、期間（ｄ）の間保持される。
【００４９】
　以上、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動方法につい
て説明した。本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００をこのように
駆動させることで、画素回路１００のレイアウト上大きな面積を占めるキャパシタを、キ
ャパシタＣＳＴの１個に収めることができる。
【００５０】
　また本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００は、面順次駆動にお
いて、第１トランジスタＭ１のスレッショルド電圧の補償時間の拡大と、データ書き込み
時間の拡大を実現できる。これにより、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置は、
画素回路の素子数を削減しつつ、駆動トランジスタのスレッショルド電圧補償時間および
データ書き込み時間を十分に確保することで表示品位の劣化を避けることが可能となる。
【００５１】
　そして本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００は、データ保持期
間中は第１ノードＮ１が基準電位Ｖｂａｓに維持されているので、第２ノードＮ２のデー
タ保持電圧レベルを一定に保つことができる。
【００５２】
　また、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置を、三次元画像の表示に用いる場合
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には、画像を表示する表示期間と画像データの書き込みを行なう非表示期間とを繰り返す
ことになるが、図２の期間（ａ）から期間（ｃ）の、発光素子ＯＬＥＤの非発光期間は全
画面が黒表示となり、図２の期間（ｄ）で全画面が同時に表示状態となる。従って、ユー
ザが三次元画像として視認するためのシャッタ眼鏡のシャッタ制御タイミングを、発光期
間と非発光期間とで同期させることにより、片方の眼用の画像にもう片方の眼用の画像が
漏れ込む、いわゆるクロストークのない高品位表示が得られる。
【００５３】
　なお、本発明においては、電気光学装置の画素回路１００の駆動方法はかかる例に限定
されない。次に、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００の駆動方
法の変形例について説明する。
【００５４】
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００を駆動させるた
めの各信号のタイミングチャートの変形例を示す説明図である。図４に示したタイミング
チャートは、図２に示したものと異なり、信号線ＧＣに供給される制御パルスが各行で異
なっている。従って図４には、１行目の信号線ＧＣ（１）に供給される制御パルス、２行
目の信号線ＧＣ（２）に供給される制御パルス、・・・、ｎ行目の信号線ＧＣ（ｎ）に供
給される制御パルスを図示している。
【００５５】
　１行目の信号線ＧＣ（１）に供給される制御パルスは、図４の期間（ｂ）において１行
目の走査線ＳＣＡＮ（１）が選択された後、１行目の走査線ＳＣＡＮ（１）に供給される
制御パルスがローからハイに切り替わるタイミングで、ローからハイに切り替わる。１行
目の走査線ＳＣＡＮ（１）に供給される制御パルスがローからハイに切り替わるタイミン
グで１行目の信号線ＧＣ（１）に供給される制御パルスをローからハイに切り替えること
で、その行の画素回路１００の第２トランジスタＭ２をオフする。
【００５６】
　走査線ＳＣＡＮの選択が完了した時点で第２トランジスタＭ２をオフすることで、第２
ノードＮ２の電位を安定化させることができ、その後の期間（ｃ）においてデータ線から
基準電位を印加することで、より所望の電位を第２ノードＮ２に保持することが可能とな
る。
【００５７】
　以上説明したように本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００は、
第１トランジスタＭ１のスレッショルド電圧を補償している間に、選択された画素に対応
するデータ電圧ＶＤＡＴＡが、データ線ＤＡＴＡから第３トランジスタＭ３を介して第１
ノードＮ１に書き込まれる。
【００５８】
　これにより、本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００は、画素回
路１００のレイアウト上大きな面積を占めるキャパシタを、キャパシタＣＳＴの１個に収
めつつ、かつ、面順次駆動において、第１トランジスタＭ１のスレッショルド電圧の補償
時間の拡大と、データ書き込み時間の拡大を実現できる。これにより、本発明の第１の実
施形態に係る電気光学装置は、画素回路の素子数を削減しつつ、駆動トランジスタのスレ
ッショルド電圧補償時間およびデータ書き込み時間を十分に確保することで表示品位の劣
化を避けることが可能となる。
【００５９】
　本発明の第１の実施形態に係る電気光学装置の画素回路１００は、全ての信号線ＧＣの
制御タイミングを同一にしてもよく、行毎に変えても良い。信号線ＧＣの制御タイミング
を行毎に変える場合は、走査線ＳＣＡＮの選択が完了した時点で第２トランジスタＭ２を
オフすることで、第２ノードＮ２の電位を安定化させることができ、その後の期間（ｃ）
においてデータ線から基準電位を印加することで、より所望の電位を第２ノードＮ２に保
持することが可能となる。
【００６０】
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　＜２．第２の実施形態＞
　［電気光学装置の画素回路の構成］
　次に、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路の構成について説明する
。図５は、本発明の第２の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路２００の構成を示す
説明図である。本発明の第２の実施形態にかかる電気光学装置は、図５に示した画素回路
２００が、ｎ行の走査線とｍ列のデータ線との交点にマトリクス状に配置された構造を有
するものである。以下、図５を用いて本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素
回路の構成について説明する。
【００６１】
　図５に示したように、本発明の第２の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路２００
は、第１トランジスタＭ１と、第２トランジスタＭ２と、第３トランジスタＭ３と、キャ
パシタＣＳＴと、発光素子ＯＬＥＤと、を含んで構成される。図５に示した画素回路２０
０は、図１に示した画素回路１００から第４トランジスタＭ４が削除された構成を有して
いる。
【００６２】
　第１トランジスタＭ１は、第１端子が第１電源ＥＬＶＤＤに、ゲートが第２ノードＮ２
に、第２端子が第２トランジスタＭ２の第２端子および発光素子ＯＬＥＤのアノードに、
それぞれ接続されている。
【００６３】
　第２トランジスタＭ２は、第１端子が第２ノードＮ２に、ゲートが信号線ＧＣに、第２
端子が第１トランジスタＭ１のドレインおよび発光素子ＯＬＥＤのアノードに、それぞれ
接続されている。
【００６４】
　第３トランジスタＭ３は、第１端子がデータ線ＤＡＴＡに、ゲートが走査線ＳＣＡＮに
、第２端子が第１ノードＮ１に、それぞれ接続されている。
【００６５】
　画素回路２００における第１トランジスタＭ１、第２トランジスタＭ２および第３トラ
ンジスタＭ３は、いずれもＰチャネル型のＭＯＳＦＥＴである。
【００６６】
　キャパシタＣＳＴは、一の端子が第１ノードＮ１に、他の端子が第２ノードＮ２に、そ
れぞれ接続されている。
【００６７】
　走査線ＳＣＡＮは、第３トランジスタＭ３をオン・オフするための制御パルスを供給す
るものである。走査線ＳＣＡＮに供給される制御パルスによって第３トランジスタＭ３は
オン・オフされる。
【００６８】
　データ線ＤＡＴＡは、画素回路２００にデータ信号を供給するものである。走査線ＳＣ
ＡＮに供給される制御パルスによって第３トランジスタＭ３がオンになると、その画素回
路２００に対応するデータ電圧が、第３トランジスタＭ３を介して第１ノードＮ１に書き
込まれる。
【００６９】
　信号線ＧＣは、第２トランジスタＭ２をオン・オフするための制御パルスを供給するも
のである。信号線ＧＣに供給される制御パルスによって第２トランジスタＭ２はオン・オ
フされる。
【００７０】
　発光素子ＯＬＥＤは、例えば有機ＥＬ素子で構成され、アノードとカソードとの間を流
れる電流量に応じて自発光する素子である。本実施形態では、第２電源ＥＬＶＳＳの電位
が第１電源ＥＬＶＤＤの電位より低くなると、画素回路２００の第２ノードＮ２に保持さ
れている電位に応じた電流が発光素子ＯＬＥＤに流れ、この電流によって発光素子ＯＬＥ
Ｄは自発光する。
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【００７１】
　本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置では、全ての画素回路２００について、第
２電源ＥＬＶＳＳの電位が第１電源ＥＬＶＤＤの電位より低くなる制御が行われる。これ
により、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置は面順次駆動される。
【００７２】
　以上、図５を用いて本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の構
成について説明した。次に、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２０
０の駆動方法について説明する。
【００７３】
　［電気光学装置の画素回路の駆動方法］
　図６は、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００を駆動させるた
めの各信号のタイミングチャートを示す説明図であり、図７Ａ～図７Ｄは、本発明の第２
の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の駆動状態を示す説明図である。以下、
図６および図７Ａ～図７Ｄを用いて、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素
回路２００の駆動方法について説明する。
【００７４】
　図６に示したタイミングチャートには、１行目の走査線ＳＣＡＮ（１）、２行目の走査
線ＳＣＡＮ（２）、ｎ行目の走査線ＳＣＡＮ（ｎ）にそれぞれ供給される制御パルス、信
号線ＧＣに供給される制御パルス、およびデータ線ＤＡＴＡに供給されるデータ信号の状
態が図示されている。図２に示したタイミングチャートからは制御線ＥＭに供給される制
御パルスの状態が削除された替わりに第２電源ＥＬＶＳＳの電圧レベルの状態が図示され
ており、その他の点は図２に示したタイミングチャートと同一である。
【００７５】
　図６の期間（ａ）および図７Ａにおいて、第２電源ＥＬＶＳＳをハイにした状態で、信
号線ＧＣをローにすることで、第２トランジスタＭ２をオンする。この結果、発光素子Ｏ
ＬＥＤは非発光状態となり、第１トランジスタＭ１はダイオード接続状態となる。第２ト
ランジスタＭ２がオンされ第１トランジスタＭ１はダイオード接続状態となることで、ノ
ードＮ２の電圧が、ＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈ（Ｖｔｈは第１トランジスタＭ１のスレッショル
ド電圧）に向かって変動し始める。図７Ａでは、ＥＬＶＤＤ＝１２Ｖ、Ｖｔｈ＝１Ｖとし
ている。もちろん、本発明ではＥＬＶＤＤおよびＶｔｈの値はかかる例に限定されるもの
ではない。
【００７６】
　続いて、図６の期間（ｂ）および図７Ｂにおいて、各走査線ＳＣＡＮ（１）、ＳＣＡＮ
（２）、・・・、ＳＣＡＮ（ｎ）が順次排他的に選択され、選択された走査線上の第３ト
ランジスタＭ３がオンする。選択された走査線上の第３トランジスタＭ３がオンすると、
その選択された画素に対応するデータ電圧ＶＤＡＴＡが、データ線ＤＡＴＡから、第３ト
ランジスタＭ３を介して第１ノードＮ１に書き込まれる。
【００７７】
　図６の期間（ｂ）において、データ線ＤＡＴＡから供給されるデータ電圧ＶＤＡＴＡ（
図７Ｂでは７Ｖ～１４Ｖの範囲を有する）は、階調レベルと、後述する基準電位Ｖｂａｓ

とによって適宜設定される。図６の期間（ｂ）においても、第１トランジスタＭ１はダイ
オード接続状態を維持しているので、第２ノードＮ２はＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈになるまで変
動し続けることになり、キャパシタＣＳＴに充電される電圧は、第１ノードＮ１を基準と
すると、ＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈ－ＶＤＡＴＡとなる。
【００７８】
　続いて、図６の期間（ｃ）および図７Ｃにおいて、信号線ＧＣをハイにすることで、第
２トランジスタＭ２をオフするとともに、全走査線ＳＣＡＮ（１）、ＳＣＡＮ（２）、・
・・、ＳＣＡＮ（ｎ）を同時選択することにより、全ての画素回路２００の第３トランジ
スタＭ３をオンする。
【００７９】
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　図６の期間（ｃ）において、データ電圧ＶＤＡＴＡを基準電位Ｖｂａｓ（図７Ｃでは９
Ｖ）とすることにより、第３トランジスタＭ３を介して全ての画素回路２００の第１ノー
ドＮ１に電位Ｖｂａｓが書き込まれる。第１ノードＮ１に電位Ｖｂａｓが書き込まれるこ
とに伴い、第２ノードＮ２の電位は、キャパシタＣＳＴの容量結合により、ＥＬＶＤＤ－
Ｖｔｈ－ＶＤＡＴＡ＋Ｖｂａｓとなる。従って、データ電圧ＶＤＡＴＡが７Ｖ～１４Ｖの
範囲を有する場合は、第２ノードＮ２の電位は６Ｖ～１３Ｖの範囲を有することになる。
【００８０】
　続いて、図６の期間（ｄ）および図７Ｄにおいて、全ての画素回路２００について、第
２電源ＥＬＶＳＳをローにすることで、全ての画素回路２００において同時に発光素子Ｏ
ＬＥＤに電流を流す。第２電源ＥＬＶＳＳをローにすることで、各画素回路２００の第２
ノードＮ２が保持する電位に応じた発光素子ＯＬＥＤの発光が行われる。
【００８１】
　また、図６の期間（ｃ）から引き続いて第３トランジスタＭ３がオンしたままなので、
第１ノードＮ１は基準電位Ｖｂａｓに維持される。第１ノードＮ１が基準電位Ｖｂａｓに
維持されることよって、第２ノードＮ２の電位（ＥＬＶＤＤ－Ｖｔｈ－ＶＤＡＴＡ＋Ｖｂ

ａｓ）が、期間（ｄ）の間保持される。
【００８２】
　以上、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００の駆動方法につい
て説明した。本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００をこのように
駆動させることで、画素回路２００のレイアウト上大きな面積を占めるキャパシタを、キ
ャパシタＣＳＴの１個に収めることができる。
【００８３】
　また本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００は、面順次駆動にお
いて、第１トランジスタＭ１のスレッショルド電圧の補償時間の拡大と、データ書き込み
時間の拡大を実現できる。これにより、本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置は、
画素回路の素子数を削減しつつ、駆動トランジスタのスレッショルド電圧補償時間および
データ書き込み時間を十分に確保することで表示品位の劣化を避けることが可能となる。
【００８４】
　そして本発明の第２の実施形態に係る電気光学装置の画素回路２００は、データ保持期
間中は第１ノードＮ１が基準電位Ｖｂａｓに維持されているので、第２ノードＮ２のデー
タ保持電圧レベルを一定に保つことができる。
【００８５】
　＜３．第３の実施形態＞
　［電気光学装置の画素回路の構成］
　次に、本発明の第３の実施形態に係る電気光学装置の画素回路の構成について説明する
。図８は、本発明の第３の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路３００の構成を示す
説明図である。本発明の第３の実施形態にかかる電気光学装置は、図８に示した画素回路
３００が、ｎ行の走査線とｍ列のデータ線との交点にマトリクス状に配置された構造を有
するものである。以下、図８を用いて本発明の第３の実施形態に係る電気光学装置の画素
回路の構成について説明する。
【００８６】
　図８に示したように、本発明の第３の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路３００
は、第１トランジスタＭ１と、第２トランジスタＭ２と、第３トランジスタＭ３と、第４
トランジスタＭ４と、第５トランジスタＭ５と、キャパシタＣＳＴと、発光素子ＯＬＥＤ
と、を含んで構成される。図８に示した画素回路３００は、図１に示した画素回路１００
に第５トランジスタＭ５が追加された構成を有している。
【００８７】
　第５トランジスタＭ５は、第１端子が第２ノードＮ２に、ゲートがリセット線ＲＳＴに
、第２端子がリセット電源ＶＲＳＴに、それぞれ接続されている。第５トランジスタＭ５
は、発光素子ＯＬＥＤに電流を流して発光素子ＯＬＥＤを発光させた後に、第２ノードＮ
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２をリセット電源ＶＲＳＴに接続して所定のリセット電位ＶＲＳＴに設定するものである
。
【００８８】
　より具体的には、図２における期間（ｄ）の発光期間終了後、期間（ａ）の第１トラン
ジスタＭ１のダイオード接続が開始される前までの間に、第１トランジスタＭ１を十分オ
ンさせるだけの所定のリセット電位ＶＲＳＴを第２ノードＮ２に書き込む。
【００８９】
　発光素子ＯＬＥＤを発光させた後に、第２ノードＮ２をリセット電源ＶＲＳＴに接続し
て所定のリセット電位ＶＲＳＴに設定することで、特に前フレームの表示が暗階調であっ
た場合の、第１トランジスタＭ１のスレッショルド補償完了までの時間を短縮させること
ができる。
【００９０】
　＜４．第４の実施形態＞
　［電気光学装置の画素回路の構成］
　次に、本発明の第４の実施形態に係る電気光学装置の画素回路の構成について説明する
。図９は、本発明の第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００の構成を示す
説明図である。本発明の第４の実施形態にかかる電気光学装置は、図９に示した画素回路
４００が、ｎ行の走査線とｍ列のデータ線との交点にマトリクス状に配置された構造を有
するものである。以下、図９を用いて本発明の第４の実施形態に係る電気光学装置の画素
回路の構成について説明する。
【００９１】
　図９に示したように、本発明の第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００
は、第１トランジスタＭ１と、第２トランジスタＭ２と、第３トランジスタＭ３と、第４
トランジスタＭ４と、第６トランジスタＭ６と、キャパシタＣＳＴと、発光素子ＯＬＥＤ
と、を含んで構成される。図９に示した画素回路３００は、図８に示した画素回路３００
から第５トランジスタＭ５が削除され、第６トランジスタＭ６が追加された構成を有して
いる。
【００９２】
　第６トランジスタＭ６は、第１端子が第２ノードＮ２に、ゲートがリセット線ＲＳＴに
、第２端子がデータ線ＤＡＴＡに、それぞれ接続されている。第６トランジスタＭ６は、
図８に示した画素回路３００の第５トランジスタＭ５と同様に、発光素子ＯＬＥＤに電流
を流して発光素子ＯＬＥＤを発光させた後に、第２ノードＮ２を所定のリセット電位ＶＲ

ＳＴに設定するものである。
【００９３】
　本発明の第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００は、第６トランジスタ
Ｍ６の第２端子をデータ線ＤＡＴＡへ接続し、上述のリセットタイミングにおいてデータ
線ＤＡＴＡからリセット電位ＶＲＳＴを供給することにより、本発明の第３の実施形態に
かかる電気光学装置の画素回路３００と同様の効果を得ることができる。そして本発明の
第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００は、本発明の第３の実施形態にか
かる電気光学装置の画素回路３００において設けられていたリセット電位ＶＲＳＴ用の電
源線が不要となるので、さらなる高解像度化への対応も可能となる。
【００９４】
　図１０は、本発明の第３の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路３００および本発
明の第４の実施形態にかかる電気光学装置の画素回路４００を駆動させるための各信号の
タイミングチャートを示す説明図である。図１０に示したタイミングチャートは、図２に
示したタイミングチャートに、リセット線ＲＳＴに印加される制御パルスの状態が図示さ
れている。
【００９５】
　リセット線ＲＳＴに印加される制御パルスは、図１０に示したように、期間（ｄ）の後
で次フレームの期間（ａ）が始まるまでの期間（ｅ）においてローにするものである。期
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間（ｅ）において、リセット線ＲＳＴに印加される制御パルスをローにすることで、第５
トランジスタＭ５または第６トランジスタＭ６がオンされ、第２ノードＮ２が所定のリセ
ット電位ＶＲＳＴに設定される。第２ノードＮ２を所定のリセット電位ＶＲＳＴに設定す
ることで、特に前フレームの表示が暗階調であった場合の、第１トランジスタＭ１のスレ
ッショルド補償完了までの時間を短縮させることができる。
【００９６】
　＜５．まとめ＞
　以上説明したように本発明の各実施形態によれば、第１トランジスタＭ１のスレッショ
ルド電圧を補償している間に、選択された画素に対応するデータ電圧ＶＤＡＴＡを、デー
タ線ＤＡＴＡから第３トランジスタＭ３を介して第１ノードＮ１に書き込む。これにより
、画素回路のレイアウト上大きな面積を占めるキャパシタを１個に収めつつ、かつ、面順
次駆動において、第１トランジスタＭ１のスレッショルド電圧の補償時間の拡大と、デー
タ書き込み時間の拡大を実現できる。そして、本発明の各実施形態に係る電気光学装置は
、画素回路の素子数を削減しつつ、駆動トランジスタのスレッショルド電圧補償時間およ
びデータ書き込み時間を十分に確保することで表示品位の劣化を避けることが可能となる
。また、本発明の各実施形態に係る電気光学装置の画素回路は、データ保持期間中は第１
ノードＮ１が基準電位Ｖｂａｓに維持されているので、第２ノードＮ２のデータ保持電圧
レベルを一定に保つことができる。
【００９７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００９８】
　１００、２００、３００、４００　　画素回路
　Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｍ４、Ｍ５、Ｍ６　　トランジスタ
　ＯＬＥＤ　　発光素子
　ＣＳＴ　　キャパシタ
　ＳＣＡＮ　　走査線
　ＤＡＴＡ　　データ線
　ＧＣ　　信号線
　ＥＭ　　制御線
　ＲＳＴ　　リセット線
　ＥＬＶＤＤ　　第１電源
　ＥＬＶＳＳ　　第２電源
　ＶＲＳＴ　　リセット電源
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